
項目

1 件名

2 場所

3 履行期限

4 修繕内容

5 履行前・履行後提出物等

6 図面

7 金抜き設計書 なし

8 その他注意事項

9 担当

10 注意事項

   　　　　　　　　　　　　　　修繕仕様書

保健福祉センター　消防設備修繕

場所（　門真市保健福祉センター　　）
住所（　門真市御堂町14番１号    　）

（　令和８　）年（　１　）月（　31　）日

機器不良・バッテリー不良等の修繕
（貼替作業、機器取換作業、試験調整、垂れ壁復旧ワイヤー調整作業費、廃材処
分、材料運搬、検査立合い及び消防書類作成・届出を含む）
【消火器】
・消火器使用法標識板　13枚
【非常放送設備】
・スピーカー防滴型　BS-４Ｗ（TOA製）
【誘導灯】
・誘導灯FA20312C+FK20300　１台
・誘導灯FA40337C+FK20000+FK21727C　１台
・誘導灯FA40337C+FK20030　２台
・誘導灯FA40322C+FK20316+FK20317　１台
・誘導灯FA40322C+FK20316+FK20317+FK21727C　１台
・一体型階段灯NNCF43135　２台
・誘導灯FA10303C+FK10317+FK11734C　２台
・階段灯バッテリーFK867（FK648後継品）　２個
【防排煙設備】
・防火戸用キャッチロック（ラッチ式）BV7319K　２個

※上記品番は参考であり関係法令に適合し動作保証する範囲において同等品・後継
品を認める

担当課記入項目

・履行にあたっては日本国の各種関連法令を遵守しなければならない。
・個人情報を取扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律
第57号）その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報取扱特記事
項」を遵守しなければならない。
・履行後の検査に合格しないときは、直ちに補正を行い、本市の再検査を受けなけ
ればならない。
・支払条件は特段の定めがある場合を除いて完了払とし上記検査完了後に発注者の
指定する請求書により契約料金の支払を請求するものとする。
・受注者の責に帰する事由により履行期限までに完了することができない場合にお
いて、発注者が履行期限後に完了する見込があると認めたときは、違約金を付して
履行期限を延長することができる。
・入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約履行時に、参加資格の要件を欠く事
由が生じた場合は、必要な措置を講じるものとする。
・業務の処理に関し生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要と
なった経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の
責に帰する事由による場合においては、この限りではない。

保健福祉部健康増進課　管理・医療G
担当者　　：武智　史尚
直通番号　：06-6904-6400（内線：3381）
FAX 　　　：06-6904-6832
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　：fuk02@city.kadoma.osaka.jp

・各種法令を遵守の上で行うこと

あり（別紙のとおり）

修理前・修理後の写真


